
南部箕蚊屋広域連合告示第17号

令和５年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年８月10日

南部箕蚊屋広域連合長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和５年８月30日（水） 午前10時30分

２．場 所 南部町役場 法勝寺庁舎 議場

○開会日に応招した議員

河 中 博 子 一 橋 信 介

荊 尾 芳 之 山 路 有

景 山 浩 乾 裕

細 田 元 教

○応招しなかった議員

大 床 桂 介 真 壁 容 子

勝 部 俊 徳
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令和５年 第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会会議録（第１日）

令和５年８月30日（水曜日）

議事日程

令和５年８月30日 午前10時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 選挙管理委員及び選挙管理委員補充員選挙について

日程第５ 議案第９号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て＜委員会付託＞

日程第６ 議案第10号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について＜委員会付託＞

日程第７ 議案第11号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）＜委員会付

託＞

日程第８ 議案第12号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）＜委員会付託＞

日程第９ 広域連合行政に対する一般質問

日程第10 議案第９号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第10号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第12 議案第11号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第12号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第14 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定
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日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 選挙管理委員及び選挙管理委員補充員選挙について

日程第５ 議案第９号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て＜委員会付託＞

日程第６ 議案第10号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について＜委員会付託＞

日程第７ 議案第11号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）＜委員会付

託＞

日程第８ 議案第12号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）＜委員会付託＞

日程第９ 広域連合行政に対する一般質問

日程第10 議案第９号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第10号 令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第12 議案第11号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第12号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第14 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

出席議員（７名）

１番 河 中 博 子 ３番 一 橋 信 介

４番 荊 尾 芳 之 ５番 山 路 有

６番 景 山 浩 ７番 乾 裕

９番 細 田 元 教

欠席議員（３名）

２番 大 床 桂 介 ８番 真 壁 容 子

10番 勝 部 俊 徳
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欠 員（なし）

職務のため出席した者の職氏名

書記長 田 子 勝 利 書記 梅 林 佑 基

書記 爲 國 沙 耶

説明のため出席した者の職氏名

広域連合長 陶 山 清 孝 副広域連合長 森 安 保

副広域連合長 中 田 達 彦 事務局長 吾 郷 あきこ

事務局次長 安 達 広 典 主任 山 本 佳 奈

監査委員 仲 田 和 男

午前１０時３０分開会

○副議長（景山 浩君） それでは、始めたいと思います。

勝部議長から欠席届が出ておりますので、地方自治法第１０６条第１項により、副議長が議長

の職務を行います。よろしくお願いいたします。

これより会議を開きます。

ただいまの出席議員数は７人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりま

すので、令和５年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○副議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

３番、一橋信介議員、４番、荊尾芳之議員。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○副議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○副議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 選挙管理委員及び選挙管理委員補充員選挙について

○副議長（景山 浩君） 日程第４、選挙管理委員及び選挙管理委員補充員選挙についてを行い

ます。

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選の方法

で行うことに決定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しま

した。

選挙管理委員には、板竹利君、潮修君、金田政雄君、真砂昇平君、以上４名の方を指名いたし

ます。

お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の当選人と定めることに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました板竹

利君、潮修君、金田政雄君、真砂昇平君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。

選挙管理委員補充員には、中曽修司君、佐々木正人君、前田和子君、遠藤健君、以上の４名の

方を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と定めるこ
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とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました中曽修司

君、佐々木正人君、前田和子君、遠藤健君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。

次に、補充の順序についてお諮りいたします。補充の順序は、ただいま議長が指名しました順

序にしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。したがって、補充の順序は、ただいま議長が

指名した順序に決定しました。

・ ・

日程第５ 議案第９号 から 日程第８ 議案第１２号

○副議長（景山 浩君） お諮りいたします。日程第５、議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広

域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第８、議案第１２号、令和５年度南部箕

蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）までを一括して説明を受けたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第９号から日程第８、

議案第１２号までを一括して説明を受けます。

提案理由の説明を求めます。

連合長、陶山清孝君。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。それでは、本日提案しました４議案につい

て、続けて提案をさせていただきます。

議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてでございま

す。

地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部

箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもので

ございます。

続いて、議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございます。

地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部
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箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定

に付するものでございます。

○副議長（景山 浩君） 令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算及び令和４年度

南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、決算審査の意見書が提出され

ておりますので、審査の結果について監査委員の報告を求めます。

仲田代表監査委員、お願いします。

○監査委員（仲田 和男君） おはようございます。監査委員の仲田でございます。令和４年度南

部箕蚊屋広域連合歳入歳出決算の審査報告を行います。お手元の審査意見書をお願いいたします。

１ページをお願いいたします。第１、監査の概要でございます。１、審査の期間及び場所、令

和５年７月１３日南部町役場監査委員室におきまして、河中委員と監査を実施いたしました。２、

審査の対象は、記載の関係諸帳簿でございます。３、審査の概要は、１から４の諸点につきまし

て、関係諸帳簿及び証拠書類の照合精査をするとともに、事務局の説明を受け実施いたしました。

４、審査のため説明を求めた部局は、南部箕蚊屋広域連合事務局でございます。

第２、審査の結果でございます。審査計数の状況、審査に付された令和４年度南部箕蚊屋広域

連合一般会計及び介護保険事業特別会計の歳入歳出決算書について、計数は正確で誤りは認めら

れず、関係諸帳簿及び証拠書類と合致していることを認めました。また、予算の執行は適切であ

り、収入、支出、財産管理の事務は適正に行われていることを認めました。

２ページをお願いいたします。２、決算の概要でございます。概要につきましては、事務局よ

り説明がなされますので省略いたします。

３ページをお願いいたします。第３、審査意見を申し上げます。令和４年度の介護保険の運営

状況は、保険料収入額は事業計画値に対し１０ ６％、介護給付費の支出額は、事業計画値に対

して９ ２％であります。介護給付費の低下は、コロナ禍による通所サービスの利用減、施設介

護サービスの利用減によるものであります。管内では介護医療院への転換が進んでおり、今後、

介護給付費の伸びが見込まれるため、おおむね計画どおりの実績と考えます。保険料の収納状況

につきましては、現年度分の収納率は前年度と同程度でありましたが、滞納繰越分の収納率は、

やや下がっております。保険料収入の確保は、制度の運営及び公平性の観点からも非常に重要で

あります。構成町村と連携を図りながら、引き続き収納率の向上に努められたい。

介護給付費については、令和４年度に新設された認知症グループホーム、介護医療院の増床に

より、今後増加する見込みであります。さらに、新型コロナウイルス感染症の５類移行により、

通所系サービスの利用増が見込まれることから、構成町村及び関係機関との連携強化を図り、適

－７－



切な介護保険の運営に努めていただきたい。

以上でございます。

○副議長（景山 浩君） これで監査報告を終わります。

引き続き、議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）及び議

案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を説明願

います。

連合長、陶山清孝君。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。続きまして、議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋

広域連合一般会計補正予算（第１号）でございます。

令和５年度南部箕蚊屋広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７７万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億４７７万円とするものでございます。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。

続いて、議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。

令和５年度南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２

億３５９万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億９５９万

０００円とするものでございます。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。

詳細にわたりましては、事務局のほうから説明をいたします。

○副議長（景山 浩君） 事務局長、吾郷あきこ君。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連

合一般会計歳入歳出決算について御説明いたします。

まず、一般会計決算書の１５ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額５億１３２万３１２円、歳出総額５億８３７万５２２円、歳入歳出差引き額２

９５万７９０円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は２９５万７

９０円でございます。
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続きまして、歳入を御説明いたします。決算書の１ページ、２ページをお開きください。１款

分担金及び負担金、収入済額４億４９４万０００円、これは構成町村からの負担金収入でご

ざいます。２款国庫支出金、収入済額４０４万４５０円、これは低所得者の保険料負担軽減

に係る負担金及び介護保険システム改修に係る負担金及び補助金でございます。３款県支出金、

収入済額７９４万７２５円、主なものは、低所得者の保険料負担軽減に係る負担金、権限移譲事

務に係る交付金でございます。４款繰入金、収入済額９１１万１６８円、これは過年度分の

町村負担金の返還金に充てるための介護保険事業特別会計からの繰入金でございます。５款繰越

金、収入済額４７９万６０８円、前年度の繰越金でございます。６款諸収入、収入済額０４

９万３６１円、主なものは、介護予防サービス計画作成料収入でございます。歳入合計といた

しまして、予算額５億２３６万０００円に対し、収入済額５億１３２万３１２円でござ

います。

次に、歳出を御説明いたします。３ページ、４ページをお開きください。１款議会費、支出済

額８８万４４５円、２款総務費、支出済額２２１万９５８円、主なものは、町村派遣職員

給与費負担金、電算システムの保守及び改修に係る委託料、町村負担金の過年度分返還金でござ

います。３款民生費、支出済額４億５２６万１１９円、主なものは、介護保険事業特別会計

への繰出金、介護予防サービス計画の作成委託料、地域包括支援センター職員の給与費負担金で

ございます。４款予備費の支出はございません。歳出合計といたしまして、予算額５億２３６

万０００円に対し、支出済額５億８３７万５２２円、不用額は３９９万４７８円でござ

います。

続きまして、１６ページをお開きください。財産に関する調書でございます。

１、公有財産に該当するものはございません。２、物品につきましては、取得価格１０万円以

上の備品を計上しておりますが、今年度中の増減はございません。３、債権につきましては、該

当するものはございません。４、基金につきましては、介護保険介護給付費準備基金が、前年度

末残高１億３４７万４７７円、積立額４５１万８０５円、取崩し額ゼロ円、年度末現在

高は１億７９９万２８２円でございます。

以上、一般会計でございます。

続きまして、議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算について御説明いたします。

まず、介護保険事業特別会計決算書の２３ページをお開きください。実質収支に関する調書で

ございます。
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歳入総額３２億４１５万１５７円、歳出総額２９億９２９万５８０円、歳入歳出差引

き額３億４８５万５７７円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は３

億４８５万５７７円でございます。

続きまして、歳入を御説明いたします。お戻りいただいて、１ページ、２ページをお開きくだ

さい。１款保険料、収入済額６億０２４万３８０円、不納欠損額１３３万１８０円、収入未

済額５９５万７２０円でございます。２款使用料及び手数料、収入済額３万１２０円、これ

は保険料の督促手数料でございます。３款国庫支出金、収入済額７億４５９万０７７円、こ

れは主に、介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金及び補助金でございます。４款支払基金

交付金、収入済額８億５５８万０００円、これは介護給付費及び地域支援事業費に係る第２

号被保険者負担分の交付金でございます。５款県支出金、収入済額４億８３６万７２８円、

これは介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金及び補助金でございます。６款繰入金、収入

済額４億７１１万１７５円、これは介護給付費、地域支援事業費、事務費及び低所得者保険料

軽減に係る一般会計からの繰入金でございます。７款諸収入、収入済額５万６９４円、これは

高額介護サービス費等の返納金でございます。８款繰越金、収入済額１億８１５万１７８円、

前年度の繰越金でございます。９款財産収入、収入済額１万８０５円、これは介護保険介護給

付費準備基金の預金利子でございます。歳入合計といたしまして、予算額３２億９２９万０

００円に対し、収入済額３２億４１５万１５７円でございます。

続いて、歳出を御説明いたします。３ページ、４ページをお開きください。１款総務費、支出

済額８０４万２６２円、主なものは、要介護認定に係る審査会負担金、主治医意見書作成料

でございます。２款保険給付費、支出済額２７億１８５万９０４円、これは介護保険の給付に

係る費用でございます。３款地域支援事業費、支出済額６４０万７７９円、これは地域支援

事業の実施に係る費用でございます。４款保健福祉事業費、支出済額４６５万１７５円、これ

は保健福祉事業の実施に係る費用でございます。５款基金積立金、支出済額４５１万８０５

円、これは介護保険介護給付費準備基金の積立てでございます。６款公債費の支出はございませ

ん。７款諸支出金、支出済額３８１万６５５円、主なものは、過年度分の国県支出金の返還

金及び町村負担金の返還に伴う一般会計への繰出金でございます。８款予備費の支出はございま

せん。歳出合計といたしまして、予算額３２億９２９万０００円に対し、支出済額２９億

９２９万５８０円、不用額は３億４２０円でございます。

以上で特別会計の説明を終わります。

続いて、議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）について
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説明をいたします。

それでは、まず、歳入から御説明いたします。補正予算書の４ページをお開きください。２款

国庫支出金、１項国庫負担金、１目低所得者保険料軽減負担金でございます。１５万０００円

を増額し、３７１万０００円とするものです。これは過年度分低所得者保険料軽減負担金で

ございます。２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金でございます。２７万

０００円を増額し、２７万０００円とするものです。これは介護保険システム改修に係る補助

金でございます。３款県支出金、１項県負担金、１目低所得者保険料軽減負担金でございます。

８万円を増額し、６８５万０００円とするものです。これは過年度分低所得者保険料軽減負担

金でございます。４款繰入金、１項特別会計繰入金、１目介護保険事業特別会計繰入金でござい

ます。１３０万０００円を増額し、１３０万０００円とするものです。これは前年度実

績に伴う町村負担金の返還金に充てるための介護保険事業特別会計からの繰入金でございます。

５款繰越金でございます。２９５万０００円を増額し、２９５万０００円とするものです。

これは前年度の繰越金でございます。

次に、歳出を御説明いたします。５ページを御覧ください。２款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費でございます。４２１万０００円を増額し、１億５２０万０００円とするも

のです。これは過年度分の介護保険システム改修補助金及び町村負担金の返還金の増額でござい

ます。３款民生費、１項社会福祉費、１目高齢者福祉費でございます。２８万０００円を増額

し、４億７０６万０００円とするものです。これは社会福祉法人による生計困難者等利用者

負担軽減対策事業に係る補助金の返還金の増額及び低所得者保険料軽減負担金の追加交付による

特別会計への繰出金の増額でございます。４款予備費でございます。２７万円を増額し、１３７

万０００円とするものです。これは歳入歳出の差額調整による増額でございます。

以上が一般会計でございます。

続きまして、議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明いたします。

まず、歳入から御説明いたします。補正予算書の４ページをお開きください。５款県支出金、

２項県補助金、１目地域支援事業交付金（総合事業）でございます。１万０００円を増額し、

７２１万０００円とするものです。これは過年度分地域支援事業交付金でございます。６款繰

入金、１項一般会計繰入金、５目低所得者保険料軽減繰入金でございます。２３万０００円を

増額し、７３４万０００円とするものです。これは過年度分低所得者保険料軽減負担金でご

ざいます。６款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金でございます。
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１５０万０００円を減額し、ゼロ円とするものです。８款繰越金でございます。３億４８５万

０００円を増額し、３億４８５万０００円とするものです。これは前年度の繰越金でござい

ます。

次に、歳出を御説明いたします。５ページを御覧ください。２款保険給付費、１項介護サービ

ス等諸費、３目施設介護サービス給付費でございます。これは基金繰入れを皆減したことによる

財源の変更で、予算額に変更はありません。５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費

準備基金積立金でございます。９４１万円を増額し、９４２万０００円とするものです。

これは前年度実績に伴う保険料余剰分の積立てでございます。７款諸支出金、１項償還金及び還

付加算金、２目償還金でございます。１億２８８万０００円を増額し、１億２８８万０

００円とするものです。これは前年度実績に伴う国、支払基金、県への返還金でございます。７

款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金でございます。１３０万０００円を増額し、

１３０万０００円とするものです。これは前年度実績に伴う町村負担金等の返還に充てるた

めの一般会計への繰出金でございます。

以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○副議長（景山 浩君） 提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

なお、執行部より説明いただいた議案については、この後、総務民生常任委員会に付託いたし

ますので、総括的な質疑のみを行い、個別質疑については総務民生常任委員会で行っていただき

ますようにお願いいたします。

議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について、総括的な

質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結いたします。

議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、総括的な質疑はありませんか。

９番、細田元教議員。

○議員（９番 細田 元教君） １点だけ、あと個別は委員会でお聞きしますけども、６ページに

不納欠損が１３０万ございますが、大体年々というか、これは普通徴収の方だと思いますし、特

別徴収の方はタイムラグがあって、そういうことが起きると思いますけども、一番大きいのは不

納欠損なんですけども、これは年々大体同じような傾向で出ておるものでしょうか。あと個別に
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詳しくは委員会でお聞きします。

○副議長（景山 浩君） 事務局長、吾郷あきこ君。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長です。昨年度と比べては、今年度のほうが少し金額は少な

かったと記憶しておりますが、詳細については委員会のほうで御報告させていただきたいと思い

ます。

○副議長（景山 浩君） 細田議員、よろしいですか。

○議員（９番 細田 元教君） オーケー。

○副議長（景山 浩君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結いたします。

議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）、総括的な質疑は

ありませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結いたします。

議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、総

括的な質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定

についてから、議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、会議規則第３９条第１項の規定により、お手元に配付しております議

案付託表のとおり、総務民生常任委員会へ付託したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、総務民

生常任委員会に付託いたします。

暫時休憩をいたします。

午前１１時０６分休憩

午後 １時３０分再開

○副議長（景山 浩君） 会議を再開します。
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・ ・

日程第９ 広域連合行政に対する一般質問

○副議長（景山 浩君） 日程第９、広域連合行政に対する一般質問を行います。

８番、真壁容子君の質問順ですが、真壁容子君は本日欠席です。会議規則第６１条第４項によ

り、通告は効力を失いました。よって、真壁容子君の一般質問を取り消します。

これをもちまして、通告のありました一般質問は終わりました。

・ ・

日程第１０ 議案第９号

○副議長（景山 浩君） 日程第１０、議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

総務民生常任委員長、乾裕君。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 審査報告を行います。付託されました議案第９号、令和

４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、総務民生常任委員会を

もって審査の結果、全会一致で認定とすべきものと決しました。以上になります。

○副議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託し

ておりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第９号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について

を採決いたします。

議案第９号は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（景山 浩君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり認定されました。

・ ・

日程第１１ 議案第１０号

○副議長（景山 浩君） 日程第１１、議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

総務民生常任委員長、乾裕議員。
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○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託された議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連

合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、総務民生常任委員会をもって審査の結

果、全会一致で認定とすべきものと決しました。以上です。

○副議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託し

ておりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第１０号、令和４年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決いたします。

議案第１０号は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（景山 浩君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり認定されました。

・ ・

日程第１２ 議案第１１号

○副議長（景山 浩君） 日程第１２、議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

総務民生常任委員長、乾裕君。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広

域連合一般会計補正予算（第１号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可

決とすべきものと決しました。以上です。

○副議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託し

ておりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第１１号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）を採決

いたします。

議案第１１号は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（景山 浩君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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・ ・

日程第１３ 議案第１２号

○副議長（景山 浩君） 日程第１３、議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

総務民生常任委員長、乾裕君。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託された議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連

合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会

一致で可決とすべきものと決しました。以上です。

○副議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託し

ておりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第１２号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を採決いたします。

議案第１２号は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（景山 浩君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について

○副議長（景山 浩君） 日程第１４、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員長、山路有議員から、閉会中も次期定例会の日程等について

十分調査を行う必要があると調査申出がありましたので、これを許可することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、山路有議員からの

申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定しました。

・ ・

○副議長（景山 浩君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議されました議案は全て議了

いたしました。
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よって、令和５年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。

これをもちまして令和５年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会いたします。お疲れさ

までした。

午後１時３７分閉会
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